
速
懸
！
近
世
宇
治
・
山
田
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
l

塚
本

明

は
じ
め
に

伊
勢
神
宮
の
門
前
町
た
る
宇
治
・
山
田
で
は
、
中
世
以
来
住
民
の
死
は
「
速
懸
」

と
い
う
作
法
で
葬
ら
れ
た
（
1
）
。
織
れ
を
強
く
忌
む
こ
の
地
に
お
い
て
、
清
浄
さ

を
維
持
す
る
た
め
に
死
は
「
な
か
っ
た
こ
と
」
に
さ
れ
る
。
死
を
迎
え
る
と
親
族

ら
は
、
「
病
気
大
切
に
及
ぶ
」
、
つ
ま
り
ま
だ
重
病
で
あ
る
と
し
て
直
ち
に
墓
地
に

運
び
、
し
か
る
後
に
死
ん
だ
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
。
宇
治
・
山
田
の
住
民
だ
け

で
な
く
参
宮
人
や
山
田
奉
行
な
ど
、
一
時
的
に
こ
の
地
に
来
て
い
た
者
の
死
も
同

様
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
神
馬
で
す
ら
「
病
気
大
切
」
と
表
現
さ
れ
、
墓
に
送
ら

れ
た
。こ

の
特
異
な
風
俗
は
、
横
井
清
氏
の
描
い
た
、
死
穣
を
避
け
る
た
め
に
瀕
死
の

病
人
を
河
原
へ
捨
て
る
、
凄
惨
な
中
世
都
市
京
都
を
想
起
さ
せ
る
（
2
）
。
明
治
初

年
に
新
政
府
に
よ
り
、
「
人
倫
に
惇
る
」
と
し
て
速
懸
の
停
止
が
命
じ
ら
れ
た
の

も
、
肯
け
る
こ
と
で
あ
る
。

一
方
で
そ
れ
は
、
神
宮
や
神
社
領
の
清
浄
さ
、
聖
地
た
る
こ
と
を
際
だ
た
せ
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。
神
宮
研
究
の
泰
斗
、
大
西
源
一
氏
は
「
か
く
し
て
神
都
の
地

に
於
て
は
、
死
と
云
う
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
誇
ら
し
げ
に
記
し
て
い
る
（
3
）。

ま
た
西
山
克
氏
は
中
世
後
期
の
都
市
伊
勢
を
、
こ
の
速
懸
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
鮮
や

か
に
描
き
、
「
聖
地
」
と
し
て
区
切
ら
れ
た
住
民
の
生
と
死
、
地
域
特
性
を
論
じ

た
（
4
）。

だ
が
従
来
こ
の
速
懸
は
、
大
西
氏
、
西
山
氏
ら
も
含
め
て
「
杉
の
落
葉
」
「
宮

川
夜
話
草
」
な
ど
の
随
筆
類
に
依
拠
し
て
語
ら
れ
る
の
み
で
、
実
際
の
事
例
に
即

し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
穣
れ
を
忌
み
清
浄
さ
を
求
め
た
象
徴
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
る
点
も
、
そ
れ
は
こ
と
の
半
面
に
過
、
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
清
浄
さ
を
支

え
る
楊
れ
、
聖
の
な
か
の
賎
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
織
り
な
す
と
こ
ろ
に
都
市
宇

治
・
山
田
の
実
態
が
あ
る
。

当
面
の
課
題
を
、
最
初
に
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
、
速
懸
と
い
う
作
法
自
体
は

一
種
の
便
法
で
あ
り
、
む
し
ろ
神
社
古
来
の
触
穣
規
定
に
背
く
も
の
で
あ
っ
た
。

穣
れ
意
識
の
強
さ
が
速
懸
に
直
結
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
触
械
観
念
と
速
懸
と

は
、
ど
の
よ
う
な
理
屈
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
ま
た
そ
れ
は
何
時
ど
の
よ
う
な
階
層

．
組
織
集
団
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
の
か
。

西
山
氏
に
よ
れ
ば
、
速
懸
の
成
立
は
一
四
世
紀
に
遡
る
。
こ
の
時
す
で
に
、
閉

ざ
さ
れ
た
神
社
世
界
の
規
定
が
通
用
し
な
く
な
る
ほ
ど
に
、
住
民
社
会
が
成
立
し

て
い
た
。
だ
が
近
世
に
入
つ
て
の
都
市
社
会
の
発
展
は
、
前
代
と
は
比
べ
も
の
に

な
ら
な
い
。
住
民
の
み
で
な
く
、
諸
国
か
ら
の
多
数
の
参
宮
客
が
訪
れ
た
な
か
、

中
世
に
成
立
し
た
便
法
が
、
そ
の
ま
ま
通
用
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
近
世
社
会

に
お
け
る
速
懸
の
実
態
と
そ
の
変
容
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

江
戸
時
代
に
お
い
て
、
伊
勢
神
宮
の
長
官
（
一
禰
宜
）
ら
、
そ
の
中
核
を
な
す

上
級
神
宮
を
除
き
、
宇
治
・
山
田
の
住
民
た
ち
は
、
他
の
地
域
と
同
様
に
檀
家
制

度
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
祖
先
祭
杷
の
意
識
が
高
ま
れ
ば
、
親
の
死
す
ら
「
な

か
っ
た
も
の
」
と
し
て
「
葬
儀
」
を
避
け
る
速
懸
の
作
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
神
社
領
の
住
民
と
仏
教
・
寺
院
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



速
懸
は
死
械
を
避
け
る
作
法
だ
が
、
同
時
に
こ
れ
は
死
楊
を
引
き
受
け
る
人
間

を
必
要
と
し
た
。
本
稿
で
は
、
速
懸
に
関
わ
る
限
り
で
の
側
面
に
つ
い
て
、
見
て

い
く
こ
と
と
す
る
。

、

死
械
の
規
定
と
速
懸

ー
、
中
世
段
階
の
解
釈

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
触
械
に
関
す
る
神
宮
世
界
の
バ
イ
ブ
ル
で

あ
る
「
文
保
記
」
「
永
正
記
」
（
5
）
に
お
い
て
は
、
速
懸
の
作
法
に
つ
い
て
論
じ

つ
つ
、
こ
れ
を
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
一
四
世
紀
前
期
に
成
立
し
た
「
文
保

記
」
の
記
述
を
見
ょ
う
。

近
年
号
速
懸
、
称
未
死
之
由
、
送
野
就
之
重
々
無
謂
事
等
有
之
、
導
師
僧
者

着
笠
打
輪
、
役
人
等
着
浄
衣
、
引
馬
、
乗
松
明
、
於
野
導
師
読
究
願
文
、
不

替
死
人
之
葬
、
為
遁
触
穣
、
結
構
之
至
也
、
不
可
説
、
凡
速
懸
者
、
既
有
死

去
之
不
審
、
迄
近
比
送
野
面
之
後
、
或
出
言
、
或
動
身
、
近
年
者
人
意
偽
市

大
略
死
去
之
後
送
欺
、
雄
有
推
量
、
以
推
量
不
可
定
子
様
、
此
事
記
爾
還
而

有
其
偉
者
也
、
能
々
可
令
勤
慎
事
也
、
只
以
気
止
為
械
始
者
也

こ
れ
に
よ
れ
ば
速
懸
は
、
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
と
称
し
て
の
作
法
で
あ
り
、
し

か
し
僧
侶
を
始
め
関
係
者
の
装
い
や
行
列
は
死
人
の
弔
い
に
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な

い
。
触
械
を
逃
れ
る
た
め
の
方
策
で
、
「
文
保
記
」
の
著
者
は
「
不
可
説
」
と
厳

し
い
。
確
か
に
死
が
判
定
さ
れ
た
あ
と
野
辺
送
り
の
時
に
息
を
吹
き
返
す
こ
と
は

あ
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
死
ん
で
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
の

「
推
量
」

で
穣
れ
を
定
め
て
は
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
「
気
」

と
断
じ
て
い
る
。

の
停
止
で
死
穣
は
発
生
す
る
、

右
の
引
用
文
は
、
「
問
葬
葬
送
時
供
奉
事
也
禁
忌
事
」
と
題
す
る
箇
条
中
の
記
述
で

あ
り
、
「
死
人
送
之
時
」
の
箇
条
中
に
は
、
死
体
に
触
れ
ず
と
も
供
奉
し
た
者
は

七
日
の
樺
り
と
規
定
さ
れ
、
合
わ
せ
て
埋
葬
の
た
め
人
骨
に
触
れ
た
者
の
織
れ
の

程
度
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
。
「
永
正
記
」
に
お
い
て
は
「
喪
家
」
は
三
十
日
の
穣

れ
と
さ
れ
、
さ
ら
に
五
十
日
を
過
ぎ
な
け
れ
ば
神
事
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

し
、
ま
た
葬
送
に
従
っ
た
者
の
服
忌
期
間
を
定
め
る
。

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
「
死
体
」
を
扱
っ
た
葬
儀
の
実
施
を
前
提
に
し
て
い
る
。

清
浄
さ
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
穣
れ
を
避
け
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
触

楊
発
生
と
い
う
事
態
を
重
く
受
け
止
め
、
怖
れ
慎
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ

を
忌
避
す
る
た
め
に
便
法
を
取
る
こ
と
は
、
本
来
の
原
則
か
ら
言
え
ば
間
違
い
で

あ
っ
た
。

「
文
保
記
」
「
永
正
記
」
の
両
書
は
、
近
世
の
神
宮
世
界
で
触
械
を
判
定
す
る

際
の
基
準
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
目
前
の
事
態
と
こ
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
い
か

に
整
合
的
に
解
釈
す
る
か
が
、
し
ば
し
ば
議
論
と
な
っ
た
。
実
態
と
し
て
一
般
化

し
た
速
懸
と
触
械
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

2 

近
世
段
階
の
解
釈

近
世
の
死
を
送
る
儀
式
の
実
態
を
見
る
前
に
、
ま
ず
は
宇
治
・
山
田
の
文
人
や

神
宮
た
ち
に
よ
る
速
懸
に
関
す
る
議
論
を
見
て
お
く
。
大
西
氏
ら
が
紹
介
す
る
喜

早
清
在
「
杉
の
落
葉
」
（
6
）
や
秦
忠
告
「
宮
川
夜
話
草
」
（
7
）
で
は
、
速
懸
自
体



に
は
肯
定
的
で
あ
る
。
秦
忠
告
は
「
其
状
甚
古
朴
な
り
」
と
す
る
。
し
か
し
喜
早

の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
寺
檀
制
度
に
基
づ
き
僧
侶
に
よ
っ
て
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
こ
の
儀
式
が
華
美
に
な
り
、
本
来
の
速
懸
と
は
異
な
っ

て
い
る
こ
と
に
批
判
が
加
え
ら
れ
る
。
速
懸
の
実
態
が
華
美
に
な
っ
て
い
く
様
相

に
つ
い
て
は
、
後
に
検
討
し
よ
う
。

権
禰
宜
の
家
に
生
ま
れ
た
近
世
後
期
の
国
学
者
足
代
弘
訓
は
、
伊
勢
で
は
死
穣

に
触
れ
た
場
合
に
三
十
日
の
穣
れ
、
百
日
の
禁
忌
と
な
る
が
故
に
速
懸
の
作
法
が

中
世
来
採
ら
れ
た
、
と
し
て
解
説
を
加
え
て
い
る
（
8
）
。
死
者
を
病
人
の
取
り
扱

い
で
、
常
の
供
立
て
で
墓
地
に
送
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
位
階
あ
る
人
で
も
白
い

喪
服
は
用
い
な
い
。
そ
れ
は
「
是
延
喜
式
ニ
伊
勢
大
神
宮
禰
宜
大
小
内
人
物
忌
父

遭
親
喪
不
敢
触
械
及
着
素
服
」
と
し
て
い
る
。
速
懸
を
採
る
家
で
は
「
魚
肉
ヲ
十

分
ニ
調
へ
酒
飯
ヲ
饗
応
候
モ
御
座
候
」
と
も
す
る
。
つ
ま
り
、
現
実
に
発
生
し
て

い
る
「
死
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
常
生
活
の
変
動
を
加
え
な
い
こ
と
を
美
風
と
評

価
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
下
賎
ノ
者
ハ
流
俗
ノ
仏
事
ヲ
行
ヒ
、
葬
礼
ニ
似
寄
候
モ

御
座
候
コ
ト
モ
、
位
階
ア
ル
家
ニ
テ
ハ
堅
ク
早
駈
ノ
法
ヲ
守
リ
申
候
」
と
締
め
括

る
。
こ
こ
に
は
「
文
保
記
」
の
影
響
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
便
法
で
あ
る
こ
と
の

後
ろ
め
た
さ
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
一
八
四

O
）
年
一
一
月
、
山
田
奉
行
の
三
枝
守
行
が
在
任
中
に
伊

勢
で
死
去
し
た
。
速
懸
の
法
は
住
民
に
限
ら
ず
、
江
戸
か
ら
赴
任
し
て
い
る
山
田

奉
行
ら
に
も
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。
三
枝
も
事
実
上
こ
の
作
法
に
則
り
、
中

山
寺
に
葬
ら
れ
た
。
さ
て
三
枝
の
用
人
か
ら
、
江
戸
帰
参
後
関
係
者
に
説
明
す
る

た
め
に
速
懸
の
制
度
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
内
宮
長
官
は
、
「
於
両
宮
内
者
、

以
為
専
敬
神
、
葬
礼
之
儀
無
御
座
候
」
と
し
、
葬
礼
を
行
え
ば
そ
の
家
や
葬
式
に

携
わ
っ
た
者
た
ち
に
重
い
穣
れ
が
躍
る
。
対
応
を
誤
っ
た
な
ら
ば
両
宮
が
触
械
と

天
保

あ
ら
ゆ
る
神
事
と
御
鰻
調
進
が
停
止
し
、
参
宮
人
も
内
院
へ
の
立
入
が
禁

止
さ
れ
る
。
「
右
之
通
禁
忌
厳
重
之
事
故
」
に
、
速
懸
を
行
う
の
だ
、
と
す
る
。

速
懸
は
敬
神
を
専
ら
に
し
、
触
械
を
厳
格
に
意
識
す
る
か
ら
こ
そ
の
制
度
で
あ
る

と
の
認
識
で
あ
る
（
9
）。

な
り
、速

懸
を
せ
ず
に
葬
儀
を
行
っ
た
場
合
の
触
械
規
定
を
確
認
し
て
お
く
。
天
和
三

（
一
六
八
三
）
年
六
月
、
幕
府
の
求
め
に
応
じ
て
神
宮
で
は
服
忌
令
を
ま
と
め
提

出
し
た
。
そ
の
一
条
に
は
次
の
条
項
が
見
え
る
。

一
、
葬
送

葬
礼
役
人
等
百
ケ
日
械
、
従
葬
者
一
七
ケ
日
穣
人
、
葬
家
之
人
三
ケ
日
械
、

於
外
宮
有
此
法
、
於
内
宮
近
代
無
比
法

享
保
六
（
一
七
二
二
年
に
、
宮
川
よ
り
外
の
度
会
郡
棚
橋
村
（
現
・
度
会
町
）

で
、
山
田
常
磐
町
の
梅
香
寺
住
職
の
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
（
叩
）
、
参
列
し
た
神
宮

領
民
の
触
械
が
問
題
と
な
っ
た
。
三
方
会
合
の
求
め
に
応
じ
て
外
宮
長
官
は
、
神

官
中
相
談
の
上
で
次
の
よ
う
な
規
定
を
示
し
た
（
日
）
。

本
葬
礼
触
械

一
、
役
人
三
十
日
之
穣
ニ
而
百
日
禁
忌
別
火

一
、
葬
家
家
人
出
入
之
者
触
械
三
十
日
ニ
而
別
火

遺
骸
送
り
候
後
出
入
之
者
ハ
、
其
出
入
し
た
る
日
よ
り
死
穣
三
十
日
之
隈

り
の
日
迄
械
ニ
懸
る
べ
し
、
た
と
へ
ハ
十
六
日
目
ニ
出
入
し
た
る
者
ハ
十

五
日
也
、
比
外
准
し
て
知
る
べ
し

一
、
葬
礼
外
δ
外
口
供
奉
人
七
日
ニ
而
別
火
也

一
、
葬
家
ニ
不
入
し
而
外
よ
り
悔
い
ふ
ハ
七
日
ニ
而
別
火
ニ
不
及

一
、
触
穣
之
者
あ
や
ま
り
て
同
火
す
る
者
ハ
火
か
へ
、
常
之
忌
中
之
火
同
火

と
同
事



一
、
触
穣
ニ
懸
り
た
る
時
返
り
火
中
二
ケ
日
火
替

一
、
触
磯
清
り
様
け
っ
さ
い
翌
日
清
火

外
ニ
寺
方
江
申
触
事

一
、
宮
川
δ
外
他
所
ニ
行
引
導
之
僧
三
十
日
之
械
百
日
禁
忌
別
火
を
食
し
、

山
田
之
早
掛
之
葬
礼
ニ
准
せ
ざ
る
様
ニ
寺
方
へ
御
申
渡
可
給
候

葬
儀
に
携
わ
っ
た
者
の
み
で
な
く
、
葬
送
後
三
十
日
の
聞
に
家
に
出
入
し
た
者
、

家
に
入
ら
ず
と
も
外
か
ら
悔
や
み
を
述
べ
た
者
、
ま
た
彼
ら
と
一
定
期
間
内
に
接

触
し
た
者
に
も
織
れ
が
及
ぶ
。
速
懸
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
家
の
み
で
な
く

都
市
社
会
に
大
き
な
影
響
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
。

天
和
三
年
の
服
忌
令
に
お
い
て
、
広
く
市
中
が
触
械
と
な
る
場
合
の
規
定
が
あ

る
。
そ
の
な
か
に
は
「
於
在
家
死
人
有
之
時
、
其
家
一
昼
夜
不
葬
置
之
者
、
両
富

井
領
内
触
械
」
と
の
箇
条
が
見
え
る
。
つ
ま
り
死
者
を
速
懸
に
せ
ず
に
翌
日
に
持

ち
越
し
た
な
ら
ば
、
親
族
ら
関
係
者
の
み
な
ら
ず
両
宮
と
領
内
日
宇
治
・
山
田
及

び
そ
の
周
辺
の
神
宮
領
全
体
が
触
織
と
な
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
厳
密

に
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
宇
治
・
山
田
に
お
い
て
葬
儀
を
実
施
す
れ
ば
、
地
域
社

会
に
大
き
な
混
乱
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

二
、
葬
送
儀
礼
の
実
態

1
、
外
宮
長
官
の
本
葬
礼

さ
て
先
に
引
用
し
た
天
和
服
忌
令
の
「
葬
送
」
箇
条
末
尾
に
は
、
「
於
外
宮
有

比
法
、
於
内
宮
近
代
無
此
法
」
と
の
注
記
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
内
宮
で
は
近
年

Eヨ

こ
の
法
の
適
用
は
な
い
、
と
す
る
方
は
分
か
り
ゃ
す
い
。
速
懸
を
と
れ
ば
葬
送
の

触
械
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
外
宮
で
は
「
有
此
法
」
な
の
か
。

神
宮
か
ら
服
忌
令
を
受
け
取
っ
た
山
田
奉
行
は
、
内
宮
と
外
宮
と
で
規
定
が
異
な

る
こ
と
を
質
し
た
。
天
和
四
（
一
六
八
四
）
年
六
月
、
神
宮
（
内
宮
）
か
ら
は
次

の
よ
う
な
返
答
が
あ
っ
た
。

外
宮
ニ
お
ゐ
て
長
官
一
人
ニ
限
り
送
葬
ニ
相
極
申
者
百
日
之
械
、
其
死
人
之

家
も
百
ケ
日
之
械
（
中
略
）
内
宮
ニ
ハ
速
懸
を
用
ひ
候

内
宮
で
は
速
懸
を
行
う
が
、
外
宮
で
は
長
官
（
一
禰
宜
）
に
つ
い
て
は
百
日
の

械
れ
を
伴
う
葬
送
を
行
っ
て
い
る
と
す
る
。
先
の
服
忌
令
の
注
記
文
言
は
、
こ
れ

の
反
映
で
あ
っ
た
。
近
世
の
宇
治
・
山
田
に
お
い
て
、
死
が
全
て
速
懸
に
よ
っ
て

処
理
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
事
も
あ
ろ
う
に
触
械
観
念
を
最
も
重
ん
じ

る
立
場
の
長
官
が
、
速
懸
で
は
な
く
本
葬
礼
l
死
を
死
と
認
め
、
綴
れ
の
発
生
を

伴
う
葬
儀
を
行
っ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

事
実
、
近
世
前
期
の
外
宮
長
官
の
死
は
、
本
葬
礼
に
よ
っ
て
送
ら
れ
て
い
た
。

享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
七
月
八
日
、
外
宮
長
官
の
櫓
垣
常
有
が
八
二
歳
で
死
去

し
た
。
即
日
そ
れ
ま
で
二
禰
宜
で
あ
っ
た
櫓
垣
貞
命
が
昇
進
し
、
長
官
（
一
禰
宜
）

に
就
い
て
い
る
。
常
有
は
長
官
在
任
中
の
享
保
六
年
に
、
先
に
見
た
「
本
葬
礼
触

械
」
の
規
定
を
作
成
し
た
人
物
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
時
の
外
宮
長
官
常
有
の
死
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
神
宮
に
異
議
が
寄

せ
ら
れ
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
貞
命
長
官
の
記
録
（
「
神
宮
編
年
記
」
・
外
宮

長
官
日
記
）
を
、
順
を
追
っ
て
見
て
い
く
。

ま
ず
七
月
一
五
日
に
、
三
方
年
寄
家
（
山
田
の
住
民
組
織
、
三
方
会
合
を
運
営

す
る
家
格
）
の
幸
福
勘
解
由
が
長
官
家
を
秘
か
に
訪
れ
て
い
た
。

一
、
幸
福
勘
解
由
殿
長
官
江
乍
内
証
被
申
候
ハ
、
一
両
年
御
定
之
御
吟
味
之



上
之
式
相
替
儀
無
之
侯
問
、
今
一
応
町
々
へ
御
触
候
様
ニ
と
被
仰
聞
、
昨

日
町
々
へ
相
達
候
、
乍
去
此
度
之
義
ニ
お
ゐ
て
六
禰
宜
殿
ノ
家
内
へ
縄
引

半
分
ハ
触
械
ニ
立
、
半
分
ハ
触
穣
ニ
成
不
申
候
様
ニ
被
仕
候
得
者
、
引
縄

ノ
義
を
御
立
被
成
、
何
と
そ
服
忌
令
之
義
軽
く
済
候
様
ニ
会
合
ニ
も
願
申

事
ニ
候

葬
家
で
は
、
触
械
の
及
、
ふ
範
囲
を
限
定
す
る
た
め
「
縄
引
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。

注
連
縄
や
溝
形
に
よ
り
堺
を
立
て
、
「
穣
気
」
の
混
入
を
防
ぐ
こ
と
は
「
遍
満
の

触
械
」
を
避
け
る
た
め
の
重
要
な
手
立
て
で
あ
っ
た
（
♂
。
右
の
末
尾
文
言
に
お

い
て
、
長
官
機
構
と
し
て
は
服
忌
を
軽
く
済
ま
せ
た
い
が
、
そ
の
た
め
に
住
民
組

織
た
る
会
合
に
「
願
」
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

一
、
六
禰
宜
殿
δ
使
者
、
覚
書
之
写

此
度
常
有
死
去
ニ
付
、
古
例
之
通
本
葬
礼
仕
候
、
家
を
仕
切
穣
人
往
来
之

通
仕
切
、
台
所
座
敷
江
楊
懸
り
不
申
様
ニ
仕
侯
、
然
所
三
方
δ
先
年
寅
歳

院
他
所
ニ
市
葬
礼
之
禁
忌
之
通
仕
侯
様
ニ
廻
文
有
之
侯
、
寅
歳
寺
門
前
之

様
ニ
私
惣
家
内
を
心
得
候
儀
迷
惑
仕
候
、
右
葬
家
を
仕
切
置
候
義
を
三
方

δ
惣
中
へ
被
申
触
候
様
ニ
被
仰
遣
被
下
候
者
可
恭
候

常
有
の
子
息
、
六
禰
宜
常
包
が
新
長
官
機
構
に
申
し
出
た
文
に
よ
れ
ば
、
父
の

死
去
は
「
古
例
之
通
」
に
、
速
懸
で
は
な
く
本
葬
礼
で
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
三
方
会
合
か
ら
は
、
一
昨
年
の
「
寅
歳
院
」
（
梅
香
寺
住
職
）
一
件
と
同
じ

扱
い
を
求
め
る
廻
達
が
市
中
に
出
さ
れ
た
。
先
に
見
た
一
件
の
、
影
響
の
大
き
か

っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
と
ま
れ
常
包
は
、
こ
の
度
は
楊
れ
の
拡
散
を
防
ぐ
手
立

て
を
施
し
て
お
り
、
梅
香
寺
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
の
は
心
外
で
あ
る
、
と
し
た
。

翌
日
さ
ら
に
常
包
は
、
四
禰
宜
の
松
木
彦
敬
（
後
に
智
彦
と
改
名
）
の
尋
ね
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

此
度
常
有
葬
礼
之
儀
、
我
等
家
ニ
常
農
を
葬
礼
致
、
其
後
全
彦
備
彦
常
和
三

代
葬
礼
之
儀
も
存
知
候
得
共
、
去
々
年
葬
礼
之
儀
吟
味
不
及
候
問
、
常
有
義

ハ
休
浴
焼
香
杯
も
相
止
、
早
懸
同
前
ニ
致
候
得
共
、
家
を
仕
切
不
浄
を
捺
へ

候
而
棺
を
出
し
申
候

常
畏
（
寛
文
二
年
死
）
、
全
彦
（
延
宝
四
年
死
）
、
満
彦
（
天
和
二
年
死
）
、
常

和
（
元
禄
一
三
年
死
）
の
、
常
有
の
前
回
代
の
長
官
も
全
て
本
葬
礼
で
あ
っ
た
こ

と
、
し
か
し
一
昨
年
の
件
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
度
は
「
休
浴
焼
香
」
を
止

め
、
「
早
懸
同
前
」
に
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

だ
が
、
同
日
に
三
方
会
合
か
ら
疑
念
が
寄
せ
ら
れ
た
。

て

三

方

δ
之
口
上

昨
日
本
葬
礼
禁
忌
之
儀
、
今
度
先
長
宮
殿
卒
去
ニ
付
猿
ニ
有
之
風
閣
御
聞

及
被
成
候
ニ
付
、
去
々
年
前
長
官
よ
り
御
渡
被
成
候
書
付
之
通
之
禁
忌
を

弥
急
度
相
守
候
様
ニ
惣
中
江
相
触
候
へ
と
被
仰
閣
、
早
速
町
々
江
申
渡
候
、

然
所
比
度
前
長
官
殿
卒
去
被
致
候
節
出
入
致
し
侯
子
良
物
忌
上
部
二
臆
参

寵
ニ
付
勤
番
之
由
承
及
不
審
ニ
存
候
、
先
達
会
合
よ
り
惣
中
江
申
渡
候
と

ハ
相
違
仕
ま
〉
ニ
至
り
、
会
合
廻
文
茂
用
ひ
不
申
混
雑
之
沙
汰
ニ
候
、
機

ニ
懸
り
不
申
候
而
不
苦
訳
御
座
候
ハ
〉
惣
中
へ
其
趣
申
渡
度
候
問
、
早
々

此
段
可
被
仰
聞
候

今
回
の
外
宮
長
官
の
葬
儀
と
服
忌
令
と
の
髄
踊
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
町
方
で
問

題
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
三
方
会
合
が
答
め
て
い
る
の
は
、
長
官

卒
去
時
に
出
入
り
し
て
い
た
子
良
・
物
忌
ら
が
、
触
機
中
は
偉
る
べ
し
と
の
規
定

に
反
し
て
、
神
宮
に
参
寵
し
勤
番
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
住
民
ら
の
混
乱
を
収
束

す
る
た
め
に
も
、
穣
れ
に
か
か
っ
て
い
な
い
理
由
を
明
示
せ
よ
、
と
迫
っ
た
。

こ
こ
か
ら
見
る
と
、
「
休
浴
焼
香
」
と
い
う
本
葬
礼
に
つ
き
も
の
の
儀
式
を
今

豆三



回
は
行
わ
ず
（
行
え
ず
）
、
「
速
懸
同
前
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

住
民
組
織
か
ら
の
圧
力
と
い
う
、
長
官
家
に
と
っ
て
は
外
的
要
因
に
基
づ
く
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
新
長
官
の
貞
命
も
、
三
方
会
合
か
ら
の
声
を
受
け
入
れ
た
。

た
と
え
休
浴
焼
香
を
行
わ
ず
と
も
本
葬
礼
で
あ
る
以
上
は
、
縄
の
内
側
に
入
っ
た

人
間
は
三
十
日
の
械
れ
、
縄
外
で
も
清
浄
と
は
言
え
ず
、
三
十
日
以
内
に
家
内
に

出
入
の
者
は
「
丙
械
」
と
し
て
七
日
の
穣
れ
と
な
る
旨
を
、
常
包
家
に
通
告
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
を
最
後
に
以
後
長
官
の
死
は
速
懸
で
送
ら
れ
、
本
葬

礼
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

宇
治
・
山
田
の
地
の
な
か
で
、
神
官
の
中
核
に
残
っ
て
い
た
本
葬
礼
が
否
定
さ

れ
、
原
則
と
し
て
速
懸
に
移
行
し
た
要
因
は
、
清
浄
さ
を
重
ん
じ
械
れ
を
忌
避
す

る
意
識
の
高
ま
り
か
ら
で
は
決
し
て
な
い
。
「
文
保
記
」
等
で
規
定
さ
れ
る
ご
と

く
、
速
懸
は
本
来
、
死
を
送
る
儀
式
と
し
て
は
不
適
当
で
、
神
社
領
で
は
死
械
の

禁
忌
を
伴
う
本
葬
礼
こ
そ
が
古
例
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
停
止
に
追
い
込
ん

だ
の
は
、
神
宮
内
部
で
は
な
く
山
田
の
住
民
機
構
で
あ
っ
た
。
三
方
会
合
は
、
注

連
縄
を
張
る
こ
と
で
械
れ
の
蔓
延
を
防
げ
る
と
の
見
解
を
否
定
し
、
葬
家
に
出
入

し
た
神
官
、
が
神
事
に
携
わ
っ
た
こ
と
を
答
め
る
。
こ
の
神
官
た
ち
に
は
、
自
分
た

ち
に
穣
れ
が
及
ん
だ
と
の
自
覚
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
見
、
三
方
会
合
側
が

触
械
を
よ
り
厳
密
に
と
ら
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
速
懸
に
移
行
さ
せ

る
た
め
の
方
策
と
考
え
る
べ
き
、
だ
。
注
連
縄
に
よ
る
範
囲
の
限
定
よ
り
も
、
速
懸

に
し
て
死
様
自
体
を
な
く
し
た
方
が
不
自
由
は
少
な
い
。
彼
ら
は
清
浄
さ
を
求
め

る
が
ゆ
え
に
速
懸
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
死
を
怖
れ
慎
む
意
識
で

は
な
く
、
死
械
に
伴
う
都
市
生
活
へ
の
規
制
を
避
け
、
嫌
忌
す
る
意
識
こ
そ
が
認

め
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
速
懸
が
宇
治
・
山
田
の
死
の
送
り
と
し
て
完
全
に
一
般
化
す

プて

る
の
は
一
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、
本
来
死
械
を

避
け
る
便
法
に
過
ぎ
な
か
っ
た
速
懸
の
作
法
は
、
社
会
的
規
範
と
し
て
「
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
に
転
化
し
、
清
浄
さ
を
維
持
す
る
象
徴
と
し
て
語
ら
れ

る
よ
う
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

2
、
速
懸
の
変
容

本
来
の
速
懸
の
原
則
は
、
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
こ
と
と
し
て
墓
地
に
送
り
、
埋

葬
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
速
懸
を
行
う
人
々
の
誰
も
が
「
死
体
」

を
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
は
神
宮
禰
宜
の
死
の
場
合
に
お
い

て
す
ら
、
公
言
さ
れ
る
。
一
例
と
し
て
、
天
明
元
（
一
七
八
二
年
三
月
に
内
宮

二
禰
宜
（
席
次
で
長
官
に
次
ぐ
、
二
番
目
の
禰
宜
）
の
薗
田
守
惰
が
死
去
し
た
際

の
届
書
を
見
ょ
う
。

申
上
口
上

薗
田
二
神
主
義
、
長
病
之
処
、
昨
日
占
段
々
相
重
り
、
今
朝
丑
刻
莞
去
仕
候
、

早
速
親
類
δ
長
官
家
江
御
届
申
上
候
処
、
二
神
主
義
当
時
掛
り
合
中
故
、
御

役
所
S
為
御
見
分
御
組
頭
中
御
越
被
成
侯
得
共
、
神
地
任
古
法
早
朝
速
懸
取

行
申
侯
ニ
付
御
断
申
上
候
、
勿
論
病
死
ニ
相
違
無
御
座
候

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

丑
三
月
廿
二
日

薗
田
二
神
主
後
家
名
代

鳩
口
紋
治

円

M
’

E
↑
 

内
宮
家
司
大
夫
殿

こ
こ
で
薗
田
守
備
は
訴
訟
沙
汰
に
関
与
し
て
い
た
た
め
に
断
り
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
は
あ
る
が
、
丑
刻
に
「
莞
去
」
し
、
し
か
る
後
の
早
朝
に
速
懸
を
し
た
こ



と
、
病
死
に
間
違
い
な
い
こ
と
が
、
正
式
な
届
け
書
に
－
記
さ
れ
て
い
る
。

速
懸
の
タ
テ
マ
エ
を
守
る
た
め
に
は
、
死
後
速
や
か
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
そ
れ
は
死
者
を
送
る
「
儀
式
」
で
は
な
く
、
死
械
の
発
生
を
忌
避
す

る
「
作
法
」
に
過
ぎ
ず
、
秦
忠
告
や
足
代
弘
訓
が
指
摘
す
る
よ
う
に
日
常
生
活
の

ま
ま
に
行
う
べ
き
も
の
で
、
殊
更
な
準
備
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
江
戸
時

代
の
前
期
か
ら
、
実
際
の
速
懸
は
原
則
か
ら
か
け
離
れ
て
い
く
。

ま
ず
、
必
ず
し
も
死
後
速
や
か
に
行
わ
な
く
な
る
。
近
世
前
期
の
国
学
者
で
、

触
械
制
度
に
詳
し
い
権
禰
宜
の
黒
瀬
益
弘
は
、
死
後
数
刻
を
経
て
速
懸
を
行
う
こ

と
を
答
め
て
い
る
が
（
日
）
、
数
刻
ど
こ
ろ
か
翌
日
以
降
に
ま
で
持
ち
越
す
こ
と
も

多
か
っ
た
ら
し
い
。
宝
永
二
（
一
七

O
五
）
年
に
三
方
会
合
所
か
ら
出
さ
れ
た
触

状
（
旦
に
は
、
近
年
速
懸
の
作
法
が
混
乱
し
、
触
械
に
及
、
ぶ
ほ
ど
の
風
聞
が
立

つ
こ
と
を
遺
憾
と
し
、
正
し
き
作
法
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う
な

箇
条
が
あ
る
。

一
、
早
懸
ハ
人
死
す
る
時
未
死
究
ら
さ
る
内
ニ
墓
所
へ
早
々
懸
送
之
習
故
に

早
懸
と
称
し
候
、
其
故
野
送
以
前
は
い
ま
た
死
せ
さ
る
心
に
て
、
其
家
内

堕
火
に
な
ら
ず
、
同
火
俸
な
く
候
、
野
送
之
跡
に
て
火
之
気
を
か
へ
、
諸

親
類
忌
服
に
懸
り
候
故
同
火
せ
し
め
す
候
、
依
之
野
送
之
日
を
以
死
日
に

定
候
古
法
に
て
候
、
然
る
に
近
年
人
々
の
勝
手
に
任
せ
、
或
野
送
之
前
日

を
死
日
に
定
候
事
有
之
由
令
風
間
侯
、
若
野
送
之
前
日
を
死
日
に
於
相
定

者
、
野
送
以
前
に
同
火
之
輩
者
忌
服
之
火
令
食
用
、
其
上
死
人
を
隠
置
候
、

触
磯
之
道
理
難
遁
候
、
皆
以
古
法
之
類
廃
人
々
之
冥
加
神
慮
無
勿
体
侯
条
、

向
後
弥
守
古
法
野
送
之
日
を
以
死
日
ニ
可
相
定
事

こ
こ
で
三
方
会
合
が
答
め
て
い
る
の
は
、
「
古
法
」
で
は
速
懸
の
日
を
命
日
に

す
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
は
野
送
り
（
速
懸
）
の
前
日
、

ノコ
ま

り
実
際
に
死
亡
し
た
日
に
定
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
て
は
死
者
を
一

昼
夜
隠
し
置
い
た
こ
と
と
な
り
、
触
穣
が
逃
れ
が
た
い
。

だ
が
こ
こ
で
、
死
か
ら
速
懸
ま
で
一
昼
夜
を
経
過
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
実
態

と
し
て
死
体
が
一
昼
夜
過
ご
す
こ
と
は
、
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
。
「
気
」
の
停

止
が
即
、
死
械
の
発
生
で
あ
る
と
の
「
文
保
記
」
の
規
定
は
既
に
空
文
化
さ
れ
、

死
体
が
発
生
し
て
も
翌
日
ま
で
は
構
わ
な
い
と
の
了
解
は
、
宇
治
・
山
田
世
界
に

広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
（
♂
。

宇
治
・
山
田
の
地
と
は
空
間
的
に
離
れ
る
が
、
多
気
郡
の
斎
宮
村
以
下
五
か
村

の
事
例
を
見
ょ
う
。
こ
こ
は
宮
川
よ
り
内
の
「
神
宮
の
敷
地
」
と
は
別
だ
が
、
古

来
斎
宮
が
所
在
し
た
由
緒
か
ら
、
神
宮
の
直
轄
地
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
こ
の

地
は
「
川
向
神
領
」
と
呼
ば
れ
、
宇
治
・
山
田
の
習
俗
に
倣
い
禁
忌
触
械
を
重
ん

じ
、
速
懸
を
行
っ
て
い
た
。

天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
の
こ
と
、
神
宮
代
官
は
こ
の
村
々
の
庄
屋
に
対
し
て
、

死
者
が
出
た
当
日
に
埋
葬
す
る
か
否
か
を
尋
ね
た
。
竹
川
村
と
上
野
村
の
庄
屋
は
、

死
去
当
日
に
野
送
り
す
る
こ
と
が
多
い
と
し
な
が
ら
も
「
其
内
ニ
も
株
立
侯
者
者

遠
方
親
類
等
江
茂
申
遣
し
侯
上
、
野
送
り
申
し
侯
ニ
付
、
一
両
日
も
隠
し
置
申
候
」

と
し
て
い
る
（
な
お
そ
の
場
合
の
命
日
は
、
速
懸
の
日
で
は
な
く
落
命
の
日
を
採

る
と
答
え
て
い
る
）
。
死
か
ら
速
懸
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
の
は
、
特
に
有
力
者

の
場
合
は
遠
方
の
親
類
ら
に
連
絡
を
取
っ
た
上
で
行
う
か
ら
だ
と
す
る
。
宇
治
・

山
田
に
お
け
る
事
情
も
、
ほ
ぽ
同
様
で
あ
ろ
う
。
一
八
世
紀
以
降
に
行
わ
れ
た
速

懸
は
、
必
ず
し
も
死
後
直
ぐ
に
行
う
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

こ
う
な
る
と
死
亡
か
ら
速
懸
執
行
ま
で
の
時
間
は
無
限
定
に
延
び
て
い
く
可
能

性
が
あ
る
。
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
五
月
一
二
日
、
内
宮
領
の
朝
熊
岳
・
山
伏

峠
と
い
う
と
こ
ろ
に
変
死
体
が
発
見
さ
れ
た
。
宇
治
会
合
か
ら
神
宮
へ
の
当
初
の

4コ



届
け
出
に
よ
れ
ば
、
死
ん
で
か
ら
日
数
も
大
分
経
過
し
、
年
齢
も
分
か
ら
ず
足
の

甲
は
無
く
「
五
排
不
足
」
、
つ
ま
り
既
に
腐
乱
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

会
合
役
人
と
神
宮
役
人
と
の
間
で
対
応
が
協
議
さ
れ
る
。
以
前
に
は
欠
損
死
体
は

発
見
次
第
片
付
け
て
い
た
が
、
折
し
も
「
亥
年
御
改
正
δ
事
六
ケ
敷
」
、
す
な
わ

ち
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
の
朝
廷
主
導
に
よ
る
神
宮
改
革
以
後
、
触
械
に
つ
い

て
は
厳
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

だ
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
神
宮
を
始
会
合
井
諸
方
と
も
ニ
大
行
ニ
相
成
」
こ
と

を
避
け
る
べ
く
、
「
五
林
不
具
ニ
者
無
之
趣
」
と
報
告
を
改
め
さ
せ
、
「
左
候
ハ
〉

昨
日
当
り
落
候
と
被
存
候
問
、
早
掛
之
取
斗
ニ
可
相
成
旨
」
が
命
じ
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
事
態
で
す
ら
、
「
昨
日
の
死
」
と
強
引
な
解
釈
を
施
し
て
、
速
懸
の
措

置
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

速
懸
の
実
際
の
作
法
も
変
わ
っ
て
い
く
。
「
五
十
鈴
の
落
葉
」
（
凶
）
に
は
、
神

宮
禰
宜
の
速
懸
の
行
列
書
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
先
払
以
下
六
十
数
名
、
親
類
知

己
朋
友
が
連
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
様
相
を
、
宇
治
・
山
田
の
風
俗
を
伝
え
る

随
筆
「
茶
物
語
」
（
口
）
は
、
「
親
ノ
早
懸
ノ
供
奉
ハ
子
タ
ル
者
ノ
一
生
ノ
晴
ノ
儀

ナ
リ
（
中
略
）
然
レ
ハ
衣
服
モ
菩
カ
ア
ル
限
リ
ノ
晴
ノ
服
ヲ
著
ル
ヘ
キ
事
ナ
リ
、

何
事
モ
皆
此
意
ニ
准
シ
テ
執
行
フ
へ
シ
」
と
断
じ
て
い
る
。
親
族
知
人
を
集
め
て

の
事
実
上
の
葬
儀
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
馳
走
」
の
た
め
に
高
提
灯
を

差
し
出
す
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
（
は
）
。

「
死
ん
で
は
い
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
は
速
懸
自
体
に
僧
侶
や
寺
が
関

与
す
る
余
地
は
な
い
。
だ
が
黒
瀬
益
弘
が
「
近
年
ハ
死
後
数
刻
ヲ
経
テ
、
剰
へ
僧

侶
ヲ
請
侍
シ
、
党
具
ヲ
鳴
シ
金
鼓
ヲ
打
テ
葬
礼
二
似
タ
ル
ノ
所
行
甚
以
テ
不
謂
事

ナ
リ
」
（
円
）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
速
懸
に
は
近
世
前
期
か
ら
既
に
仏
教
色
に
染

ま
っ
て
き
て
い
た
。
黒
瀬
は
更
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

／、

（
注
釈
略
）
在
家
ノ
者
ノ
死
ス
ル
時
ハ
其
マ
〉
寺
堂
へ
送
リ
ソ
レ

ヨ
リ
速
懸
ニ
ス
ル
、
是
又
近
代
ノ
事
ト
見
ヘ
タ
リ
、
元
来
ノ
速
懸
ナ
ラ
ハ
館

ノ
町
屋
ヨ
リ
ス
ル
ト
テ
モ
苦
シ
カ
ラ
ヌ
事
也
、
貴
賎
浮
図
ニ
帰
依
シ
テ
引
導

ノ
僧
ヲ
頼
ム
故
ニ
如
此
ナ
リ
来
レ
リ
、
又
刑
裁
セ
ラ
ル
〉
輩
ノ
死
骸
ヲ
乞
受

テ
速
懸
ノ
葬
礼
ニ
ス
ル
者
ア
リ
、
又
両
宮
領
ノ
者
遠
境
ニ
テ
死
シ
、
死
骸
ナ

キ
ヲ
速
懸
ニ
ス
ル
輩
ア
リ
、
両
様
共
ニ
甚
以
テ
不
謂
事
也
、
近
年
両
品
其
沙

当
時
館
ノ

汰
ナ
シ

死
刑
に
な
っ
た
者
の
死
体
を
受
け
取
っ
て
の
速
懸
、
遠
方
で
の
死
の
報
せ
を
受

け
て
死
体
な
し
で
行
う
速
懸
、
こ
れ
ら
は
も
は
や
、
葬
送
儀
礼
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
神
宮
に
空
間
的
に
最
も
近
い
館
町
で
は
、
速
懸
の
準
備
を
自
宅
で
行
わ
ず
、

寺
へ
送
っ
て
そ
こ
か
ら
速
懸
に
す
る
こ
と
が
あ
る
と
言
う
。
速
懸
が
葬
式
と
し
て

意
識
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
寺
や
僧
侶
と
の
距
離
も
近
く
な
る
。

黒
瀬
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
館
町
だ
ろ
う
が
ど
こ
だ
ろ
う
が
、
「
死
ん
で
は
い

な
い
」
以
上
、
死
械
を
気
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
死
後
す
ぐ
に
寺
へ
送
り
、

そ
こ
か
ら
速
懸
に
す
る
と
い
う
の
は
、
速
懸
の
タ
テ
マ
エ
が
既
に
崩
れ
、
一
定
の

死
の
械
れ
を
伴
う
儀
式
と
意
識
さ
れ
た
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
黒
瀬
は
、
速

懸
に
従
事
し
た
者
（
速
懸
役
人
）
が
七
日
の
糠
れ
と
す
る
こ
と
も
「
是
亦
不
審
：

イ
ツ
ノ
比
ヨ
リ
定
メ
シ
ヤ
無
覚
束
」
と
す
る
。
も
っ
と
も
「
サ
レ
ド
今
ノ
速
懸
ヲ

見
ル
ニ
、
機
ア
ル
マ
シ
キ
事
ト
モ
見
ヘ
ス
」
と
す
る
の
は
、
こ
の
間
の
速
懸
の
変

容
を
的
確
に
把
握
し
た
評
価
と
言
え
よ
う
（
速
懸
役
人
の
触
械
に
つ
い
て
は
、
次

章
で
検
討
す
る
）
。

寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
七
月
、
遷
宮
を
控
え
て
朝
廷
か
ら
勅
使
ら
が
伊
勢
を

訪
れ
て
お
り
、
警
護
の
大
名
衆
も
逗
留
し
て
い
た
。
七
月
二
二
日
、
会
合
役
人
の

風
宮
作
弥
が
内
宮
長
官
の
も
と
を
訪
れ
る
。
風
宮
は
「
夜
分
と
乍
申
、
早
懸
之
葬



送
を
町
並
送
り
候
事
如
何
ニ
被
存
候
、
依
之
長
命
寺
迄
死
人
之
排
ニ
無
之
様
ニ
送

り
、
彼
寺
之
庭
ニ
お
ゐ
て
送
義
を
し
つ
ら
ゐ
、
墓
所
へ
送
り
候
様
三
と
、
宇
治

の
住
民
に
触
れ
た
こ
と
を
伝
え
た
。
速
懸
を
、
厳
密
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
ほ
と
ん

ど
解
釈
不
能
な
説
明
で
あ
る
。
「
早
懸
之
葬
送
」
と
い
う
表
現
自
体
が
そ
も
そ
も

問
題
で
あ
り
、
ま
た
殊
更
に
「
長
命
寺
迄
死
人
之
鉢
ニ
無
之
様
」
（
却
）
に
送
り
、

そ
こ
か
ら
墓
所
へ
送
る
（
速
懸
を
す
る
）
と
い
う
の
も
、
不
可
解
極
ま
り
な
い
。

会
合
組
織
、
宇
治
・
山
田
の
住
民
ら
は
、
も
は
や
速
懸
を
実
質
的
に
葬
儀
と
認
識

し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
積
れ
が
発
生
す
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

天
保
一
一
（
一
八
四

O
）
年
末
に
山
田
奉
行
三
枝
守
行
が
危
篤
に
陥
っ
た
時
、

奉
行
の
用
人
の
打
診
を
受
け
た
神
宮
と
会
合
と
の
間
で
、
死
後
の
対
応
が
話
し
合

わ
れ
て
い
る
。
江
戸
で
の
事
例
に
倣
い
、
当
初
は
本
葬
礼
で
行
う
こ
と
が
想
定
さ

れ
た
ら
し
い
。
中
山
寺
へ
葬
る
こ
と
は
決
ま
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
死
者
を
送
る

か
。
会
合
で
の
話
し
合
い
で
は
、
桔
を
油
草
の
よ
う
な
も
の
で
覆
い
「
中
山
寺
へ

御
仏
参
与
申
御
達
三
問
、
平
日
ニ
不
相
替
御
供
立
ニ
市
、
勿
論
先
払
付
御
越
之
上
、

御
即
死
与
申
事
ニ
候
ハ
〉
禁
忌
ニ
相
成
候
事
茂
無
御
座
」
と
の
案
が
出
さ
れ
た
。

「
死
ん
で
い
な
い
」
こ
と
に
す
る
点
で
、
こ
れ
は
速
懸
の
作
法
に
他
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
事
実
、
江
戸
に
戻
る
奉
行
の
用
人
は
、
関
係
者
に
対
し
て
説
明
す
る
た
め

に
、
速
懸
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
神
宮
に
求
め
た
。

速
懸
と
正
式
な
葬
式
！
本
葬
礼
と
の
根
本
的
な
違
い
は
、
墓
地
・
寺
院
に
送
る

ま
で
は
焼
香
・
読
経
等
の
仏
教
式
行
為
を
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ま

で
は
「
死
ん
で
い
な
い
」
と
い
う
タ
テ
マ
エ
を
取
る
、
と
い
う
点
に
し
か
な
い
。

し
か
も
「
実
は
死
ん
で
い
る
」
と
い
う
認
識
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
速
懸

は
、
当
初
そ
れ
を
生
み
出
し
た
観
念
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
か
け
離
れ
た
も
の
と
な

っ
て
い
た
。

速
懸
が
こ
の
よ
う
に
変
質
を
遂
げ
た
の
に
は
、
触
械
観
念
の
変
容
以
外
に
、
黒

瀬
ら
が
指
摘
す
る
通
り
、
寺
檀
制
度
に
基
づ
く
仏
教
の
浸
透
も
あ
ろ
う
。
一
章
二

節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
足
代
弘
訓
は
「
下
賎
ノ
者
ハ
流
俗
ノ
仏
事
ヲ
行
ヒ
、
葬

礼
ニ
似
寄
候
モ
御
座
侯
」
と
す
る
。
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
に
内
宮
長
官
は
「
神

宮
之
義
ハ
古
法
に
て
僧
衆
を
不
相
交
葬
義
を
相
調
候
」
と
し
、
一
方
で
「
女
義
小

児
な
と
之
義
、
其
品
ニ
よ
り
僧
衆
を
も
頼
申
候
」
と
す
る
。
確
実
な
情
報
で
は
な

い
が
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
五
月
に
山
田
奉
行
が
死
去
し
た
際
の
対
応
を
め

ぐ
り
内
宮
と
外
宮
と
の
問
で
相
談
が
な
さ
れ
て
い
る
際
、
内
宮
側
は
「
外
宮
方
ニ

ハ
中
以
下
ハ
僧
尼
杯
之
附
候
事
も
有
之
哉
ニ
一
求
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
外
宮
側
も

こ
れ
に
反
駁
を
加
え
て
は
い
な
い
。
公
的
に
は
表
れ
な
い
が
、
宇
治
・
山
田
の
地

で
、
僧
侶
の
手
に
よ
り
葬
式
で
送
ら
れ
た
死
者
は
、
決
し
て
例
外
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
速
懸
を
担
う
人
々

1
、
家
臣
の
土
掛
け
役

黒
瀬
益
弘
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
本
来
速
懸
は
触
械
を
避
け
る
た
め
の
作
法
で

あ
り
、
そ
れ
が
正
し
く
行
わ
れ
る
限
り
機
れ
が
発
生
す
る
謂
わ
れ
は
な
い
。
だ
が

実
質
的
に
葬
式
と
類
似
し
た
も
の
に
変
容
し
て
い
く
に
つ
れ
、
速
懸
に
従
事
す
る

人
間
の
械
れ
が
、
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
死
ん
で
い
な
い
」
人
聞
が
「
死
ぬ
」
の
は
、
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
る
時
点
で
あ

る
。
こ
こ
で
死
体
に
変
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
墓
を
掘
り
、
「
死
体
」
を
埋
め
、

ブt..



土
を
掛
け
る
人
聞
が
、
生
死
の
境
を
分
か
つ
こ
と
と
な
る
。
安
永
三
（
一
七
七
四
）

年
の
こ
と
、
宇
治
の
周
辺
農
村
（
内
宮
領
）
の
中
村
で
、
利
助
と
い
う
者
が
、
葬

式
の
触
械
を
猿
り
に
し
た
と
の
風
聞
が
立
っ
た
。
内
宮
長
官
が
中
村
の
年
寄
を
通

し
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
利
助
は
山
本
六
右
衛
門
と
い
う
人
物
の
死
に
際
し
て
、
主

人
で
あ
る
山
本
采
女
（
六
右
衛
門
の
子
息
か
）
の
命
令
に
よ
り
「
土
掛
け
役
」
を

勤
め
た
。
こ
の
速
懸
は
「
作
法
」
に
叶
う
よ
う
に
執
り
行
わ
れ
た
と
い
う
が
「
此

節
世
上
も
何
角
与
入
念
候
時
節
」
ゆ
え
に
、
百
日
間
の
別
火
と
慎
み
が
利
助
に
申

し
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
天
和
服
忌
令
に
葬
送
役
人
は
百
日
の
械
禁
忌
と
あ
る

定
め
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
利
助
は
「
右
之
通
ニ
仕
居
申
侯
而
者
殊
之

外
難
渋
」
を
申
し
立
て
る
。
旧
記
を
吟
味
し
た
と
こ
ろ
「
惣
体
忌
服
穣
等
之
義
者

軽
重
甲
乙
之
儀
者
有
之
事
」
で
あ
り
、
百
日
の
う
ち
三
十
日
と
以
後
の
七
十
日
と

で
は
扱
い
が
異
な
る
と
見
た
。
そ
こ
で
三
十
日
の
経
過
後
、
「
本
職
」
（
引
）
を
得

て
以
後
は
忌
服
を
軽
く
扱
っ
た
こ
と
が
、
「
風
間
」
の
元
と
な
っ
た
。

神
宮
長
官
機
構
で
は
、
内
宮
と
外
宮
と
の
間
で
対
応
を
協
議
す
る
が
、
「
文
保

記
」
「
永
正
記
」
は
当
然
の
こ
と
、
天
和
服
忌
令
な
ど
で
も
速
懸
の
械
れ
に
つ
い

て
は
規
定
が
な
い
。
と
ま
れ
、
服
忌
を
私
的
に
解
釈
し
た
こ
と
を
答
め
、
改
め
て

速
懸
役
人
は
七
日
、
土
掛
け
を
勤
め
た
者
は
百
日
の
械
れ
と
結
論
付
け
て
い
る
。

土
掛
け
役
を
家
臣
が
勤
め
る
こ
と
は
、
他
の
事
例
で
も
見
ら
れ
る
。
神
宮
家
の

者
で
は
、
領
地
の
百
姓
に
こ
の
役
を
負
わ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
前
半

頃
に
神
宮
家
の
者
の
執
筆
に
係
る
「
葬
祭
触
械
記
」
（
辺
）
に
よ
れ
ば
、
土
掛
け
役

に
は
「
神
領
ノ
百
姓
ヲ
呼
ヨ
セ
テ
ツ
ト
メ
シ
ム
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
常
服
で
供

奉
す
る
「
速
懸
役
人
」
と
は
区
別
さ
れ
、
「
白
布
ノ
浄
衣
」
を
着
し
笠
を
か
ぶ
り
、

「
葬
礼
役
人
ノ
出
立
」
で
あ
る
。

だ
が
、
彼
ら
の
「
土
掛
け
」
は
儀
礼
的
・
形
式
的
な
も
の
で
、
実
質
的
に
埋
葬

Cコ

を
執
り
行
う
者
は
別
に
居
た
。
「
葬
祭
触
穣
記
」
は
右
に
続
け
て
「
此
者
ハ
鍬
ヲ

ト
リ
噴
ノ
前
ニ
ス
〉
ミ
、
三
鍬
土
ヲ
下
ス
ハ
カ
リ
ニ
テ
鍬
ヲ
差
置
テ
退
ケ
ハ
所
ノ

穣
人
受
取
テ
ト
ク
ト
土
ヲ
カ
ケ
取
シ
マ
フ
コ
ト
也
」
と
す
る
。
土
掛
役
を
務
め
る

家
臣
ら
は
、
土
を
三
鍬
だ
け
掛
け
て
退
き
、
あ
と
は
「
所
ノ
穣
人
」
が
取
り
仕
舞

う
と
い
う
。
「
所
ノ
械
人
」
と
は
何
か
。
宇
治
の
牛
谷
、
山
田
の
拝
田
の
非
人
集

団
で
あ
り
、
彼
ら
が
墓
の
穴
を
掘
り
、
埋
葬
を
最
終
的
に
司
っ
た
の
で
あ
る
。

2
、
被
差
別
民
の
穴
掘
り
役
と
土
掛
け
役

拝
田
・
牛
谷
の
非
人
集
団
が
宇
治
・
山
田
住
民
の
墓
を
管
轄
し
た
の
は
、
少
な

く
と
も
江
戸
時
代
前
期
に
は
遡
る
。
慶
安
三
（
一
六
五

O
）
年
、
住
民
の
家
格
に

応
じ
て
（
墓
穴
の
大
き
さ
が
異
な
る
）
段
階
的
に
定
め
ら
れ
た
穴
掘
り
・
土
掛
け

の
代
金
が
、
三
方
会
合
か
ら
拝
田
に
対
し
て
申
し
渡
さ
れ
た
（
お
）
。

一
、
慶
安
三
寅
年
土
か
け
銭
穴
堀
賃
之
定
、
拝
田
へ
申
渡
候
、
請
書
如
左

一
、
五
百
文
御
三
方
井
月
行
事
衆

一
、
弐
百
文
御
殿
原
分
、
但
上
下
ニ
か
か
ら
す

一
、
百
文
御
仲
間
分
、
但
上
下
ニ
か
か
ら
す

一

、

五

十

文

ひ

と

り

や

も

め

右
ハ
土
か
け
賃

一
、
穴
ぼ
り
の
議
我
々
共
へ
被
仰
付
候
ハ
〉
右
之
御
定
之
御
土
か
け
の
ね
た

ん
の
五
分
一
申
請
可
申
候

て
御
墓
所
ニ
如
何
様
之
非
人
を
御
番
ニ
御
置
被
成
候
と
も
、
其
も
の
ニ
少

し
も
か
ま
い
申
間
敷
候



一
、
何
方
に
よ
ら
す
け
か
れ
も
の
御
座
候
ハ
〉
、
御
礼
物
不
被
下
候
共
無
異

議
何
時
に
で
も
早
々
取
捨
可
申
候

右
之
条
々
堅
御
請
申
上
候
上
者
、
雨
風
雪
等
之
中
二
御
座
候
共
何
時
ニ
よ
ら

す
早
々
罷
出
相
勤
可
申
候
、
若
少
し
に
で
も
相
背
侯
ハ
〉
急
度
曲
事
ニ
可
被

仰
付
候
、
其
上
何
方
之
者
ニ
成
共
御
土
か
け
之
義
可
被
仰
付
候
、
其
時
三
一
一
一
口

之
御
詫
言
も
申
上
問
敷
候
、
仇
後
日
一
札
差
上
申
候
、
以
上

寅
十
一
月
六
日

は
い
た
村
中
連
印

河
村
勘
兵
衛
殿

扇
館
三
右
衛
門
殿

規
定
さ
れ
て
い
る
賃
金
は
土
掛
け
銭
で
あ
り
、
穴
掘
り
賃
は
そ
の
五
分
の
一
で

あ
る
と
い
う
。
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
に
は
銭
相
場
に
応
じ
て
増
額
さ
れ
、
穴

の
大
き
さ
に
応
じ
た
穴
掘
り
賃
の
額
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
土
掛
け
賃
は
そ
の

五
倍
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
死
者
が
三
方
年
寄
家
の
場
合
、
竪
穴
で
二
尺
四
方
、

深
さ
六
尺
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
大
変
な
作
業
で
あ
る
。
労
力
の
み
考
え

れ
ば
、
穴
掘
り
の
方
が
土
掛
け
よ
り
も
明
ら
か
に
大
き
い
。
土
掛
け
賃
金
の
高
さ

は
、
そ
れ
が
死
械
に
触
れ
る
作
業
で
あ
る
こ
と
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
穴
掘
り
と
土
掛
け
が
拝
田
・
牛
谷
の
集
団
に
独
占
さ
れ
て
い
た
訳
で
は

な
い
こ
と
も
、
右
の
文
言
か
ら
読
み
と
れ
る
。
埋
葬
の
「
役
人
」
と
し
て
は
、
儀

礼
的
な
土
掛
け
役
、
実
質
的
な
土
掛
け
役
、
そ
し
て
穴
掘
り
役
の
三
つ
が
あ
っ
た

が
、
原
初
的
に
は
死
者
の
家
臣
ら
が
、
こ
れ
ら
の
全
て
を
勤
め
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

だ
が
、
中
村
の
利
助
の
場
合
に
見
る
よ
う
に
、
儀
礼
的
な
土
掛
け
役
で
さ
え
そ

の
綴
れ
は
百
日
に
及
び
、
日
常
生
活
に
大
き
な
規
制
が
加
え
ら
れ
る
。
本
来
の
速

懸
が
次
第
に
葬
儀
と
同
様
に
認
識
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
こ
れ
ら
の
役
が
拝
田
・

牛
谷
の
非
人
集
団
に
集
約
さ
れ
て
い
く
動
き
は
加
速
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

外
宮
長
官
家
に
近
世
前
期
ま
で
は
伝
わ
っ
た
神
宮
世
界
本
来
の
葬
儀
で
あ
る
本

葬
礼
は
、
近
親
者
を
始
め
参
列
し
た
人
た
ち
に
等
し
く
織
れ
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
最
長
百
日
で
解
消
さ
れ
る
。
一
方
、
速
懸
は
参
列
者
の

綴
れ
を
免
れ
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
織
れ
を
一
手
に
引
き
受
け
る
存
在
を
生
み
出
し

た
。
速
懸
役
人
な
く
し
て
、
こ
の
制
度
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
し
て
そ
の
役
が
次

第
に
特
定
の
人
間
集
団
に
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
ら
が
負
う
械
れ
は
常
に

更
新
さ
れ
る
。
本
来
、
一
定
期
間
を
過
ぎ
れ
ば
解
消
さ
れ
る
は
ず
の
穣
れ
が
、
人

間
存
在
に
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
葬
礼
の
穣
れ
は
、
死
体
と
の
接
触
あ
る
い
は
そ
れ
が
置
か
れ
た
空
間
に
よ
っ

て
伝
わ
る
が
、
そ
れ
を
直
接
に
受
け
た
者
の
織
れ
は
、
彼
ら
と
「
同
火
」
し
な
い

限
り
は
伝
染
し
な
い
。
織
れ
は
非
人
集
団
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
同
火
の
禁

忌
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

速
懸
役
人
に
対
す
る
報
酬
に
つ
い
て
、
補
足
し
て
お
く
。
穴
掘
り
と
土
掛
け
の

賃
金
の
ほ
か
、
彼
ら
に
は
「
葬
儀
」
に
用
い
た
物
品
が
下
げ
渡
さ
れ
た
。
次
の
史

料
は
、
恐
ら
く
は
三
方
会
合
か
ら
町
方
に
触
れ
ら
れ
た
定
め
の
写
し
と
思
わ
れ
る
。

年
記
不
明
だ
が
、
干
支
と
前
後
に
記
さ
れ
た
史
料
か
ら
、
元
禄
七
（
一
六
九
四
）

年
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
（
型
。

一
、
ち
ゃ
う
ち
ん
は
い
た
江
可
取
事

但
、
寺
之
書
付
ち
ゃ
う
ち
ん
ハ
曽
而
取
間
敷
事

一
、
た
い
ま
つ
ま
き
候
布
、
は
い
た
江
可
取
事

但
、
布
ま
き
不
申
候
た
い
ま
つ
持
侯
時
、
布
代
と
て
曽
而
取
間
敷
事

一
、
土
か
け
持
出
候
鍬
、
は
い
た
江
可
取
事



但
、
土
か
け
無
之
時
、
鍬
代
と
て
曽
而
取
間
敷
事

右
之
外
何
ニ
市
も
一
切
取
間
敷
者
也

甲
成
七
月

葬
儀
に
用
い
た
品
が
、

そ
れ
に
携
わ
っ
た
被
差
別
民
の
手
に
渡
さ
れ
る
こ
と
は

一
般
に
見
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
が
次
第
に
既
得
権
益
化
し
、
物
品
が
な
く
と
も
、

そ
の
代
わ
り
の
金
銭
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
速
懸
を
執
り
行
う
場
に

お
い
て
、
非
人
集
団
と
遺
族
と
の
間
で
報
酬
を
め
ぐ
り
し
ば
し
ば
紛
争
が
生
じ
、

三
方
・
会
合
に
と
っ
て
も
拝
田
・
牛
谷
の
民
を
ど
の
よ
う
に
統
制
す
る
か
が
課
題

と
な
っ
て
い
っ
た
（
お
）
。

結
び
に
か
え
て

幕
末
期
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
に
始
ま
る
朝
廷
勅
使
が
主
導
し
た
神
宮
改

革
の
な
か
で
、
近
年
速
懸
が
葬
礼
を
混
雑
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
た
（
お
）
。

野
送
り
の
前
日
（
実
際
に
死
去
し
た
日
）
を
死
日
を
定
め
る
習
慣
等
を
答
め
、
本

葬
礼
と
の
混
乱
を
指
摘
し
、
「
弥
古
法
ヲ
守
」
こ
と
が
厳
し
く
触
れ
ら
れ
た
。
神

仏
分
離
政
策
の
な
か
、
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
間
四
月
に
は
神
職
の
者
が
神
葬

祭
に
改
め
る
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
同
二
年
七
月
に
は
そ
の
方
式
を
細
か
く
定

め
た
「
神
領
葬
祭
略
式
」
が
交
付
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ
た
の
は
詮

ず
る
と
こ
ろ
仏
教
的
要
素
を
一
切
排
除
す
る
こ
と
で
あ
り
、
死
者
を
「
病
体
」
で

あ
る
と
し
て
送
る
「
速
懸
」
の
作
法
は
、
依
然
と
し
て
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
速

懸
が
否
定
さ
れ
て
神
葬
祭
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。

速
懸
の
消
滅
は
、
神
祇
省
・
度
会
県
の
主
導
で
行
わ
れ
た
神
宮
制
度
改
革
の
一

環
と
し
て
、
明
治
五
年
三
月
に
神
宮
領
特
有
の
触
械
規
定
の
廃
止
を
命
じ
る
「
宮

川
内
御
規
則
改
正
」
が
発
令
さ
れ
た
こ
と
に
拠
る
（
幻
）
。
そ
の
第
三
条
か
ら
五
条

は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
、
病
死
人
有
之
節
、
早
掛
ト
唱
へ
病
人
振
ニ
取
扱
侯
義
ハ
政
教
ニ
拘
リ
、

人
情
ニ
モ
惇
り
候
事
故
、
自
今
葬
送
之
取
扱
可
致
事

一
、
葬
送
勤
役
及
死
人
ヲ
取
扱
フ
者
ハ
三
日
ノ
後
休
浴
シ
参
宮
不
苦
事

但
、
葬
送
ニ
随
ヒ
及
ヒ
死
人
間
座
ノ
者
ハ
休
浴
致
シ
候
得
者
翌
日
ヨ
リ

参
宮
不
苦
事

一
、
忌
中
参
宮
不
相
成
候
得
共
、
別
火
ニ
ハ
不
及
候
事

こ
れ
に
先
立
ち
度
会
府
の
命
に
よ
る
、
触
穣
葬
祭
制
度
に
つ
い
て
の
取
り
調
べ

が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
恐
ら
く
は
神
宮
神
宮
で
新
政
府
側
の
立
場
の
者

か
ら
の
、
速
懸
に
つ
い
て
上
申
し
た
文
が
あ
る
（
ぎ
。
そ
れ
に
は
「
遇
ニ
シ
テ
ハ

事
ヲ
急
ギ
墓
地
ニ
到
テ
猶
苦
悩
ノ
声
ヲ
発
シ
蘇
生
ヲ
為
セ
シ
者
モ
ア
リ
シ
卜
云

フ
」
と
、
速
懸
の
措
置
を
急
ぐ
が
あ
ま
り
、
途
中
で
蘇
生
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し

（
本
当
は
こ
れ
こ
そ
が
「
本
来
の
」
速
懸
の
姿
な
の
で
あ
ろ
う
が
）
、
「
是
実
ニ
止

ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
由
ル
ト
雄
ト
モ
、
父
兄
ヲ
葬
ル
ノ
際
ニ
在
テ
其
無
道
ヲ
如
何
セ
ン
、

子
弟
ノ
際
ニ
於
テ
其
不
慈
ヲ
如
何
セ
ン
、
倫
理
ニ
於
テ
宣
如
此
ナ
ル
可
ケ
ン
ヤ
」

と
、
人
倫
に
惇
る
不
孝
の
制
度
と
し
て
激
し
く
批
判
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
が
、

右
の
「
宮
川
内
御
規
則
改
正
」
に
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

確
か
に
速
懸
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
理
念
も
含
め
て
こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て

も
仕
方
が
な
い
。
だ
が
、
近
世
に
行
わ
れ
た
実
態
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。

一
昼
夜
を
待
っ
て
で
も
親
族
知
音
の
者
を
集
め
、
提
灯
を
掲
げ

行
列
を
な
し
、
祭
文
を
読
み
、
盛
大
に
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
も
例
外
で
は



な
い
。
速
懸
が
本
葬
礼
と
異
な
る
の
は
、
「
死
ん
で
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
」
と

い
う
タ
テ
マ
エ
と
、
仏
教
色
を
排
除
す
る
と
い
う
点
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
維
新

後
に
推
進
さ
れ
た
神
葬
祭
と
は
、
実
質
的
に
は
「
死
ん
で
い
る
」
こ
と
を
認
め
た

速
懸
、
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
神
宮
特
有
の
触
械
制
度
廃
止
を
推
進
し
た
度
会
県
知
事
の
橋
本
実
梁
は
、

速
懸
の
厳
密
な
実
施
を
求
め
た
文
久
三
年
の
勅
使
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の

転
換
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
。
こ
こ
に
、
触
械
制
度
を
め
ぐ
る
近
世
・
近

代
移
行
期
の
重
要
な
問
題
が
卒
む
。
江
戸
時
代
に
葬
送
を
担
っ
た
被
差
別
身
分
集

団
の
拝
田
・
牛
谷
の
民
の
実
態
、
異
国
人
参
拝
の
拒
絶
と
容
認
等
の
問
題
も
含
め
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

言主（1
）
史
料
用
語
と
し
て
は
、
速
掛
、
早
懸
、

論
考
中
は
「
速
懸
」
で
統
一
す
る
。

早
駈
、
速
駈
な
ど
が
見
え
る
が
、

（2
）
横
井
「
中
世
の
触
楊
思
想
」
（
同
『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
所
収
）

（3
）
『
参
宮
の
今
昔
』
（
神
宮
文
庫
、
一
九
五
六
年
）

（
4
）
『
道
者
と
地
下
人
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）

（5
）
両
書
と
も
『
群
書
類
従
』
所
収
。
な
お
『
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
7

宮
参
詣
記
服
紀
』
（
皇
皐
館
大
学
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。

（6
）
享
保
一
二
年
刊
。
神
宮
文
庫
蔵

（7
）
『
大
神
宮
叢
書
神
宮
随
筆
大
成

（8
）
「
葬
祭
概
要
」
（
神
宮
文
庫
蔵
）

後
篇
』
（
神
宮
司
庁
）
所
収

ネ申

（9
）
『
神
宮
編
年
記
』
（
神
宮
文
庫
所
蔵
）
。
神
宮
の
一
祢
宜
（
長
官
）
の
記
録
。

こ
こ
で
は
内
宮
長
官
の
記
し
た
も
の
を
利
用
す
る
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い

限
り
、
典
拠
は
当
該
史
料
で
あ
る
。
史
料
の
性
格
等
に
つ
い
て
は
、
神
宮
史

料
輪
読
会
編
「
『
神
宮
編
年
記
』
（
内
宮
長
官
日
記
）
慶
安
元
年
一

O
月一

五
日

1
同
二
年
七
月
七
日
」
（
『
皇
皐
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
』
一
六
、
二

0
0
0年
）
の
「
解
題
」
を
参
照
。

（
叩
）
梅
香
寺
は
現
在
伊
勢
市
常
磐
町
清
水
世
古
に
あ
る
浄
土
宗
鎮
西
派
の
寺
。

明
治
六
年
四
月
に
無
住
無
檀
に
な
っ
た
た
め
、
棚
橋
村
蓮
華
寺
に
合
併
し
た

が
、
明
治
四
五
年
に
再
興
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
時
死
去
し
た
住
職
は
宇
治

．
山
田
市
中
住
民
の
広
い
信
仰
を
集
め
て
い
た
。

（
日
）
『
神
宮
編
年
記
』
の
う
ち
「
外
宮
長
官
日
記
」
。

（
ロ
）
「
文
保
記
」
に
そ
の
定
め
が
あ
る
。
だ
が
近
世
に
お
い
て
は
建
物
内
に
穣

れ
が
広
ま
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
観
念
さ
れ
た
よ
う
だ
。
「
寄
生
園
遺

稿
」
（
神
宮
文
庫
蔵
）
で
は
、
野
外
の
械
れ
発
生
に
つ
い
て
、
境
界
を
定
め

る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
が
、
「
宅
内
一
期
の
内
に
て
浄
不
浄
の
所
を
分
む

為
に
縄
を
引
ク
に
ハ
、
そ
の
縄
の
引
キ
様
に
重
々
子
細
あ
る
こ
と
」
と
し
、

そ
の
困
難
さ
を
強
調
す
る
。
常
有
の
本
葬
礼
の
縄
引
き
に
つ
い
て
も
、
宅
内

の
縄
外
で
も
穣
れ
が
及
ぶ
と
す
る
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。

（
け
）
「
禁
忌
集
唾
」
（
神
宮
文
庫
蔵
）

（
同
）
「
忌
服
葬
祭
記
」
（
神
宮
文
庫
蔵
）

（
日
）
拙
稿
「
近
世
の
宇
治
・
山
田
に
お
け
る
死
穣
の
忌
避
に
つ
い
て
」
（
『
人
文

論
叢
』
一
二
、
二

O
O
四
年
）
。
た
だ
し
実
態
と
タ
テ
マ
エ
と
は
別
問
題
で

あ
る
。
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
に
至
っ
て
さ
え
、
内
宮
長
官
は
山
田
奉
行

一
昼
夜
不
葬
し
て
是
を
置
ハ
両

所
か
ら
の
尋
問
に
答
え
て

「
死
人
有
之
時
、

一一一



宮
井
領
内
触
穣
な
り
」
と
、

そ
の
日
の
う
ち
に
速
懸
に
す
る
原
則
を
示
し
て

い
る
。

（
同
）
『
宇
治
山
田
市
史
史
料

（
げ
）
右
同

（
ぱ
）
天
保
十
三
（
一
八
四
二
）
年
八
月
三
日
に
、
宇
治
会
合
よ
り
遠
慮
す
べ
き

旨
の
触
が
出
さ
れ
た
（
『
神
宮
編
年
記
』
）
。

（
円
）
「
禁
忌
集
唾
」

（
却
）
長
命
寺
は
、
宇
治
浦
田
町
に
あ
っ
た
禅
宗
の
寺
院
。
明
治
初
年
に
廃
寺
と

な
っ
た
。

風
俗
篇
』
（
伊
勢
市
立
図
書
館
蔵
）

（
幻
）
本
職
と
は
、
実
際
に
勤
め
る
の
で
は
な
く
、
職
名
を
仮
に
補
任
す
る
こ
と

で
、
神
宮
に
奉
仕
す
る
者
の
忌
服
を
軽
く
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
っ
た
（
『
神

宮
典
略
』
中
巻
）
。

（
2
）
神
宮
文
庫
蔵

（
お
）
「
諸
例
綱
目
集
成
八
」
（
『
宇
治
山
田
市
史
資
料
風
俗
篇
』
）

（
μ
）
「
忌
服
葬
祭
記
」

（
お
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
い
。
な
お
、
墓
所
の
掃
除
も
拝
田
・

牛
谷
の
民
に
命
じ
ら
れ
て
い
た
（
「
忌
服
葬
祭
記
」
）
。

（
お
）
文
久
三
年
の
神
宮
改
革
に
つ
い
て
は
、
藤
枝
恵
子
「
幕
末
の
伊
勢
神
宮
と

山
田
奉
行
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三

O
玉
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。

（
幻
）
『
宇
治
山
田
市
史
下
』
（
宇
治
山
田
市
役
所
、
一
九
二
九
年
）
に
翻
刻
さ

れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
間
の
関
係
史
料
は
『
三
重
県
史
資
料
編

一
九
九
一
年
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

近
代
4
』

（
三
重
県
、

（
羽
）
「
度
会
府
至
急
ノ
命
ニ
依
テ
上
進
ス
ル
所
触
穣
及
葬
祭
見
込
書
」
（
「
藤
園

随
筆
」
『
宇
治
山
田
市
史
資
料
風
俗
篇
』
所
収
）

区g

［
付
記
1
］
史
料
の
閲
覧
に
際
し
て
は
、
神
宮
文
庫
、
皇
皐
館
大
学
神
道
研
究

所
、
伊
勢
市
立
図
書
館
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

［
付
記
2
］
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
平
成
一
四
年
度

1
一
六

年
度
（
基
盤
研
究
C
）
「
近
世
門
前
町
、
宇
治
・
山
田
の
社
会
構
造
に
関
す

る
研
究
」
課
題
番
号
一
四
五
一

O
三
五
五
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
っ
か
も
と

あ
き
ら

三
重
大
学
人
文
学
部
）


